
議案第１号  

  

   白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の   

   一部を改正する条例の制定について  

 

 白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。  

 

  令和６年１１月２２日提出  

 

白井市長  笠 井  喜 久 雄    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 本案は、白井市総合保健センターの一部である健康増進ルームを

廃止するため、条例の一部を改正するものです。  
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   白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例  

 

 白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１７

年条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

 第７条第１項中「総合保健センターのうち健康増進ルーム、」を

削り、「健康増進ルーム等」を「地域福祉センター等」に改め、「

健康増進ルーム及び」を削り、同条第２項中「健康増進ルーム等」

を「地域福祉センター等」に改める。  

 第１４条の表総合保健センターの項開所時間の欄中「（健康増進

ルームにあっては、午前９時から午後７時まで。ただし、日曜日及

び土曜日は午後６時までとする。）」を削り、同項休所日の欄第１

号中「（健康増進ルームにあっては、木曜日）」を削り、同欄第２

号中「（健康増進ルームを除く。）」を削る。  

 第１５条及び第１６条を削り、第１７条を第１５条とし、第１８

条から第２０条までを２条ずつ繰り上げる。  

   附 則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  
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議案第１号資料 

〇白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１９号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

（利用の許可） （利用の許可） 

第７条                   地域福祉センタ

ー又は地域活動支援センター（以下この条において「地域福祉セ

ンター等」という。）を利用しようとするものは、あらかじめ、

         地域活動支援センターにあっては市長の許

可を、地域福祉センターにあっては指定管理者の許可を受けなけ

ればならない。 

第７条 総合保健センターのうち健康増進ルーム、地域福祉センタ

ー又は地域活動支援センター（以下この条において「健康増進ル

ーム等 」という。）を利用しようとするものは、あらかじめ、

健康増進ルーム及び地域活動支援センターにあっては市長の許

可を、地域福祉センターにあっては指定管理者の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 市長又は指定管理者は、前項の許可を受けたものが、次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、地域福祉センター等の利

用の許可をしないものとする。 

２ 市長又は指定管理者は、前項の許可を受けたものが、次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、健康増進ルーム等 の利

用の許可をしないものとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) その他地域福祉センター等の管理上支障があるとき。 (3) その他健康増進ルーム等 の管理上支障があるとき。 

（略） （略） 

（開所時間及び休所日） （開所時間及び休所日） 

第１４条 保健福祉センターの施設の開所時間及び休所日は、次の

とおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に変更す

ることができる。 

第１４条 保健福祉センターの施設の開所時間及び休所日は、次の

とおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは臨時に変更す

ることができる。 

施設の名称 開所時間 休所日 

総合保健セ

ンター 

午前８時３０分か

ら午後５時まで 

        

        

        

        

        

      

(1) 日曜日及び土曜日   

            

    

(2) 国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８

号。以下「祝日法」という。）

に規定する休日     

         

(3) （略） 

（略） 
 

施設の名称 開所時間 休所日 

総合保健セ

ンター 

午前８時３０分か

ら午後５時まで（健

康増進ルームにあ

っては、午前９時か

ら午後７時まで。た

だし、日曜日及び土

曜日は午後６時ま

でとする。） 

(1) 日曜日及び土曜日（健康

増進ルームにあっては、木

曜日） 

(2) 国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８

号。以下「祝日法」という。）

に規定する休日（健康増進

ルームを除く。） 

(3) （略） 

（略） 

      （使用料） 

                             

                          

第１５条 健康増進ルームを利用する者は、１人１回２時間までの

利用につき２２０円の使用料を納付しなければならない。 

        （使用料の減免） 

                             

                            

                   

第１６条 市長は、前条の規定にかかわらず、健康増進ルームを利

用する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、

使用料の全額を免除することができる。 

                             

                         

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 

                             

                           

                           

     

(2) 児童福祉法第１２条第１項に規定する児童相談所又は知的

障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に

規定する知的障害者更生相談所において、療育手帳の交付を

受けた者 

                             

                           

             

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健

福祉手帳の交付を受けた者 
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２ 市長は、前条の規定にかかわらず、６５歳以上の者が健康増進

ルームを利用するときは、使用料の２分の１の額を減額すること

ができる。 

（原状回復） （原状回復） 

第１５条 （略） 第１７条 （略） 

（損害賠償） （損害賠償） 

第１６条 （略） 第１８条 （略） 

（秘密保持義務） （秘密保持義務） 

第１７条 （略） 第１９条 （略） 

（委任） （委任） 

第１８条 （略） 第２０条 （略） 

（略） （略） 
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